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教育委員会定例会会議録 

 

開催日時  令和３年３月 23 日（水） 午前９時～ 

 

開催場所  教育文化会館 ４階 第５展示室 

 

出席委員  教育長職務代理者   米田 惠一      

      委     員   田中 敬子  中尾 悦子  吉田 元信 

      教  育  長   小林 俊治 

 

出席職員  教育部長          阪口 浩章      教育総務課 課長       正林 寿和 

学校教育課 課長        森口 伸吾      生涯学習課 課長        萱野 健治 

こども課 課長        岡  一行      中央公民館 館長      深本 恵里 

教育相談センター                            教育総務課 課長補佐     浦  貴則 

センター長     林  民和       生涯学習課 課長補佐   中林 正 

教育総務課 企画総務係長 久保田 芳弘 

 

1 開会 

 

2 前回会議録の承認について 

 

3 会議録署名委員の指名について 

 

4 報 告 事 項 

報告第１号 教育状況について 

報告第２号 山田さつきこども園整備事業の報告について 

報告第３号 児童発達支援事業所たんぽぽ園整備事業の報告について 

報告第４号 令和３年度当初予算について 

報告第５号 「堀畑光久ひかり基金」全国大会等出場激励金交付要綱の制定について 

報告第６号 東京 2020 オリンピック聖火リレーについて 

 

5 付 議 事 項 

 議案第１号 橋本市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続に関する規則等の一部を

改正する規則について 

 議案第２号 橋本市教育委員会事務改善委員会規程の一部を改正する訓令について 

 

6 そ の 他 

 協議事項 

 

 連絡事項 
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教育長 

 

 

吉田委員 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

開会 午前９時 00 分 

 

おはようございます。 

皆さんお揃いですので、教育委員会３月定例会議を開催します。 

前回会議録の承認について、中尾委員からお願いします。 

 

はい。正確に記載されていたことをご報告させていただきます。 

 

ありがとうございます。 

今回の会議録署名委員の指名についてですが、吉田委員よろしくお願いします。 

 

はい。 

 

それでは、早速ですが、報告事項に入らせていただきます。 

報告第１号 教育状況について、私のほうから報告させていただきます。 

 

それでは、最近の教育状況について報告します。 

まず、３月９日（火）に中学校卒業式が、３月 18 日（木）に小学校の卒業式が

行われました。今年も、コロナ感染対策として昨年同様、卒業生・保護者・教職員

で行い、中学生 434 名、小学生 515 名が新たなステージに向けて巣立って行きまし

た。 

３月市議会は、３月１日（月）に開会し、３月 25 日（木）に閉会を迎えます。

教育委員会には３名の議員から一般質問がありました。髙本議員から「児童関係職

員に『慰労金』支給の提案」「本市の災害・防災対策について」、阪本議員から「県

立高校再編成について」、森下議員から「公共施設の耐震化について」「マイ・タイ

ムラインを活用した防災教育について」、板橋議員から「隅田中学校区の子どもた

ちの安全を確保するために」です。答弁につきましては、次回定例会で報告させて

いただきます。また、文教厚生委員会では、「給食センターのアレルギー対応」に

ついて報告しました。これらのことについてご意見・ご質問がございましたら、後

ほどよろしくお願いします。 

３月４日（木）に、管理職の人事について付議させていただきました。明日３月

24 日（水）には、小中学校の内示を行います。また、市職員につきましては、３

月 25 日（木）に内示があります。内示内容の詳細につきましては、次回定例会で

お知らせします。 

本日は、報告事項６件と付議事項２件あります。よろしくお願い申し上げまし

て、教育状況の報告とさせていただきます。 

 

このことについて、何かご質問・ご意見がございましたらよろしくお願いしま

す。 
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田中委員 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

学校教育課 課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

米田委員 

 

 

 

 

 

学校教育課 課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校の内示が、明日ということでお聞きしています。いつも結構ぎりぎりな

のかなと思うのですが、他府県も大体こんなぎりぎりの内示になるのでしょうか。

引き継ぎ等が、例えば退職される人であったら結構いろいろあったりすると思うの

で、時間がかかったりするのかなと思うのですが。いつもすごくぎりぎりの内示な

ので、個人的にもう少し早くしたら引き継ぎがたくさんできていいのではないかな

と思うのですが。どうでしょうか。 

 

はい。このことについて、学校教育課 課長。 

 

おはようございます。失礼します。 

田中委員のおっしゃるとおり、学校現場の校長先生からもそのようなご意見はい

ただいております。他府県については、詳細は調べておりませんが、和歌山県より

やはり動きとしては早いというふうなお話も聞いております。それで、県のほうに

も、教育長をはじめ、もう少し早くできないかという働きかけもしているのです

が、これは県教育委員会が決めることですので、現状この３月 24 日前後というの

はもうずっと従来変わっておりませんが、私としましても、もう少し早いほうが何

もかもスムーズにいくのでいいのかなという思いはあります。 

 

よろしいですか。 

 

定年退職で辞められる方は問題ないのですが、家庭の事情でどうしても定年まで

いかず、途中で教職を断念せざるを得ないという場合は、１年前に言っておくので

すか。もし途中で辞めた場合には、現場にすごくご迷惑をおかけする形になろうか

と思うのですけれども。そんな場合は、前もって、異動の前に言っておかないとい

けないのですか。1年前には。どんな感じなのでしょうか。 

 

基本的には、異動調書といいまして希望を聞く機会がございますので、退職の希

望がある者は、12 月ごろには希望の旨を県教育委員会には伝えます。しかし、急

に辞めるという場合ももちろんあります。早期退職といいますか、勧奨退職。退職

金にかかってくる勧奨退職につきましては、２月上旬までには報告しなければなら

ないということで、それは決まっております。以上です。 

 

２月上旬までに、ある一定年数を経過した教職員は勧奨退職に応じた退職という

ことになって、給与や退職金に反映してきます。それ以降になると、自己都合の退

職ということになって、退職金にかなり差が出てきて、自己都合の場合はだいぶ低

く抑えられると。金額的には、随分大きな金額になるということを聞いています。 

それから、内示なのですが、昔は３月 28 日ぐらいでした。３月 24 日に終業式を

迎えて、３月 25 日から３月 28 日まではどこにも属さないような気分になって、非

常に気楽な３～４日間を過ごしていたというのが実情です。責任があまりないよう

な数日間を過ごせたのですけどれも。ところが、３月 24 日に内示となると、終業

式、即内示となりますので、常に張り付けになると。例えば３月上旬に内示をして
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田中委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

田中委員 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

こども課 課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しまうと、自分は違う学校へ行くというのを思いながら子どもたちと接するとい

う、複雑な感じにもなります。確かに内示は早い方がいいのですけれども、やはり

３月 24 日まではその学校の教員であり、その子どもたちの担任であり、という部

分で言うと非常に微妙なニュアンスもあるので、田中委員が言われることも非常に

よくわかるのですけれども、その辺りの難しさというのをどう考えるのかというこ

とになろうかと思います。大阪なんかは、もう少し早いはずです。 

よろしいですか。 

 

よくわかりました。 

例えば、気になる子どもさんとかがいたら、引き継ぎをきっちりできるようにあ

る程度のことをまとめて丁寧にされたほうが後スムーズにいくのかなとちょっと気

になったので。今いる学校と次行く学校で二つのことをしないといけないと思うの

で、早ければバタバタせずにそれなりのことができるのではないかとちょっと気に

なったので、ご質問させていただきました。もちろんそれは先生方でいいようにし

ていただいたらと思うのですが、例年どおりではなくて、声を上げていくというこ

とも大事かなと思うので、また先生方で話し合って、上げていっていただけたらと

思います。 

 

答弁はよろしいですか。 

 

はい。 

 

他にございませんか。 

 

ないようですので、報告第１号はこれで終わらせていただきます。 

 

続きまして、報告第２号 山田さつきこども園整備事業の報告についての報告を

お願いします。 

 

おはようございます。 

山田さつきこども園整備事業につきまして、報告をさせていただきます。資料の

ほうをご覧いただきますようお願いします。まず施設概要ですが、公私連携という

形で幼保連携型認定こども園を４月から開園することになります。1の（３）に施

設規模とありますが、造りは鉄骨造の平屋建てです。施設定員は 123 名ということ

で、西部地区に初めての幼稚園児の受入れ枠を設けます。また、０歳児につきまし

ては９名ということで、これまで岸上保育園は６名の定員だったのですけれども、

待機児童解消問題のために枠を広げております。（５）開園時間につきましては、

午前７時から午後７時までということで、延長保育児保育として１時間を含んで最

大 12 時間お子さんを預かれる形になります。公私連携法人さんは、社会福祉法人 

寿翔永会（ことぶきしょうえいかい）と読みます。これは、一昨年の学文路さつき

こども園の運営法人と同一法人でございます。法人さんの教育・保育方針と目指す
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教育長 

 

田中委員 

 

 

 

子ども像につきましては、ご覧のとおりでございます。裏面をお願いいたします。

こちらにつきましては、三者協議会ということで、保護者さんと公私連携法人、そ

して市で構成する会議を重ねてまいりました。これまで、三者協議会を 22 回と内

覧会を１回、計 23 回開催しております。現場の工事につきましては、非常にタイ

トだったのですけれども、１年間で旧柏原保育園の解体工事と新園舎の新築工事を

行いました。３月から４月の主な催しということで、主要な部分を書いてあるので

すけれども、竣工式といいまして、開園式を３月 16 日（火）に法人さん主催で行

いました。実は本日、公立の保育園と幼稚園の卒園式が今同じ時間帯でこれから始

まるところなのですけれども、閉園式が３月 27 日（土）に行われます。コロナの

影響がありまして、園児と職員と保護者のみで行う形になっております。本来でし

たら、今までお世話になった方々に寄っていただきたかったのですが、この事情で

ございますので、小規模で開催するということです。 

どうしてもお伝えしたいのは、最後の部分なのです。どうしても新しい園ができ

ると、そこばかり注目してしまうのですけれども、やはり岸上保育園、山田保育園

が閉園することで、昨年の柏原保育園と合わせまして、今までたくさんの方にご支

援・ご協力を賜りました。約 70 年間の岸上保育園、66 年間の山田保育園というこ

とで、もう１期生の方はかなりご高齢になるのですけれども、３世代・４世代とい

う形で通われた方もいらっしゃると思います。この場をお借りして、教育委員さん

に報告させていただきます。以上です。 

 

報告が終わりました。この報告について、何かご意見・ご質問はございません

か。 

 

新しくできるこども園の周りの交通がちょっと危ないということで、いろいろ交

通整理をしてくださっていると思うのですが。結果、どのような対応をしてくださ

ったのかをお願いします。 

 

山田地区公民館から園前の市道が限られた幅員でございますので、朝と夕方の送

迎時間帯に、保護者さんと地域の方々に可能な限り一方通行で走行してもらうよう

に協力を要請しております。先日の入園説明会でも、法人さんにもその説明を保護

者の方にしてもらいましたし、地域の方にも回覧という形でお願いしています。な

おかつ、朝と夕方 1時間半ずつなのですけれども、地元の有償ボランティアの方に

お願いをしまして、歩行者の見守りを行っていただく予定でございます。以上で

す。 

 

よろしいですか。 

 

以前の会議で、近隣というか西部小学校のほうに、またこども園が開園されるの

で車がすごく通りますということを学校のほうからお知らせしておいていただけた

ら子どもたちも気を付けるかなということで発言させていただいてあったように思

うのですが。うちの子どもにはお知らせが届いていないように思うので。また開園
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

したら交通量が多くなりますので。ちょっと交通量が少なかった期間を経てまた交

通量多くなるのでお知らせしておいていただけたらなと思います。以上です。 

 

ということで、またよろしくお願いします。これは、学校教育課なるのですか

ね。西部小学校にということで。よろしくお願いします。 

 

他にございませんか。 

 

大したことではないのですけれども。 

山田さつきこども園の経営ということでは、学文路さつきこども園と同一母体

で、主たる事務所が長野県上田市にあって、この場合従たる事務所がいわゆる学文

路こども園の事務所になっているのでしょうね、多分。言ってみれば、事務手続き

的なことで、そんなに問題はないわけですか。結局、主たる事務所が長野県上田

市、従たる事務所が橋本市清水になっているというような形で、事務的なことです

ぐに対応しかねるという問題が将来的には起こるという、そんな懸念はないのです

か。 

 

はい、申し上げます。 

学文路さつきこども園の経験から申し上げますと、主たる事務所が遠方でありま

しても、特に運営面で支障はございません。ただ、私立の園になりますので、法人

さんのほうでどうしても月に 1回運営費の請求を行っていただくのですけども、そ

の時は法人さんの中で、本部と主たる事務所と学文路さつきこども園で連携を取っ

ていただくのですけれども、こども課のほうとしては特に差し支えはございませ

ん。 

 

はい。分かりました。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

他にございませんか。 

 

写真を見たら、ちょっとなんか写りがあまり良くないように思うのですけども、

実物を見ていただいたら非常にきれいな建物ですし、子どもたちもこういう所で保

育ができるということは、やはり良い環境に恵まれるのではないかなと思っていま

す。よろしくお願いします。 

 

続きまして、報告第３号 児童発達支援事業所たんぽぽ園整備事業の報告につい

てをお願いします。 
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米田委員 

 

こども課 課長 

 

米田委員 

 

 

 

こども課 課長 

 

 

教育長 

 

米田委員 

 

教育長 

 

続けて申し上げます。 

児童発達支援事業所たんぽぽ園の新築移転につきましては、大阪府河内長野市に

抜けるトンネルの手前ですね、左手に新園舎が見えてくるのですけれども、実は先

週の土曜日に完成の内覧会を関係者で行いました。これまでは定員が 20 名だった

のですけれども、今回は 25 名ということで、最大 30 名まで受入れる形で新築移転

をしております。受入対象につきましてはこれまでと一緒で、満２歳児から就学前

までのお子さん。開園時間につきましても８時半から５時ということで、ここは変

わりません。保育時間も一緒です。恐れ入ります。裏面のほうをお願いいたしま

す。こちらのほうは、約半年をかけて新築移転を行いました。保護者説明会のほう

も開催させていただきまして、もう既に新しく入っていただく親御さんにも説明を

しております。内覧会を催させていただいたのですが、きれいというのもあるので

すけれども、保育士さんのアイデアとか、いろんな要望があったのをできるだけ設

計に反映させていただきまして、可能な範囲で設けさせていただいております。以

上です。 

 

報告が終わりました。ご質問等はございませんか。 

 

ないようですので、報告第３号 児童発達支援事業所たんぽぽ園整備事業の報告

についてを終わります。 

 

一つだけ聞かせていただいてよろしいですか。 

 

はい、どうぞ。 

 

ちょっと今気が付いたのですが。これって、トンネルの手前の所ですよね。 

 

はい。 

 

下に中央構造線が走っていると思うのですが。災害時に、避難場所などはここは

どのようになっているのですか。子どもたちを連れての非難はどんな計画になって

いるのですか。 

 

この地域の避難場所は柱本小学校になっておりまして、そちらのほうという形に

なります。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

そうしましたら、報告第３号はこれで終わらせていただきます。 
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続きまして、報告第４号 令和３年度当初予算についての報告をお願いします。 

 

おはようございます。 

令和３年当初予算についてご説明をさせていただきます。まだ現時点では議会が

閉会しておりませんので、確定ではないことをご承知の上でお聞きいただければと

思います。 

まず、予算規模としまして、教育総務費が 4億 2,846 万 7 千円、小学校費が 3億

9,712 万 3 千円、中学校費が１億 3,931 万 9 千円、幼稚園費が１億 3,368 万円、社

会教育費が 7億 3,384 万 3 千円、保健体育費が 7億 6,867 万 7 千円の合計 26 億

1,110 万 9 千円となっております。前年度と比べて、当初予算の規模は 7億円の増

加となっております。 

資料には書いておりませんが、当初予算とは別に、国の補助金の関係で、令和２

年度の補正予算で措置して令和３年度に繰り越して執行する工事関係の予算が多く

あり、約４億円の予定をしております。ただし、この４億円の中には、令和３年度

当初予算に計上したものの、国の補助金の関係で再計上しているものも含まれてお

り、重複している部分を４月の臨時議会で減額を予定しております。 

最終的な令和３年度の予算として、合計で 28 億 5 千万円の執行を予定しており

ます。 

繰り越し予算を含めて、主な事業を資料の表にまとめております。 

まず、小学校大規模改修事業として、西部小学校長寿命化改良工事、柱本小学校

トイレ改修工事、三石小学校トイレ改修工事、城山小学校グラウンド改良工事を実

施するとともに、合わせて紀見小学校、城山小学校の大規模改修にかかる設計委託

を実施します。 

中学校大規模改修事業として、橋本中央中学校トイレ改修工事、橋本中央中学校

グラウンド改良工事を実施します。 

ＧＩＧＡスクール事業として、児童生徒がＧＩＧＡスクール端末を用いて快適に

インターネットなどを活用した授業を受けることができる環境を維持するため、光

回線の使用料や端末及びネットワーク機器の保守委託料、また、授業用の大型モニ

ターの一部更新のための購入費用などを予算計上しています。 

授業支援システム等及びＩＣＴ支援員配置事業として、ＧＩＧＡスクール構想に

伴う授業支援システム等を導入します。また、教員への使用方法の周知及び支援を

実施するためにＩＣＴ支援員（各校に月２回）を配置します。 

国民文化祭実施事業として、令和３年 10 月 30 日から和歌山県で開催される第

36 回国民文化祭・わかやま 2021、第 21 回全国障がい者芸術・文化祭わかやま大会

において、橋本市内で事業を実施するため、実行委員会補助金などを予算計上しま

した。 

公民館・郷土資料館新築事業として、老朽化した紀見地区公民館、郷土資料館及

びあさもよし歴史館を移転統合し、旧紀見小学校跡地に新築整備するための基本設

計委託料や一部土地購入費及び登記手数料などの予算を計上しました。 

施設予約システム導入事業として、スマートフォンなどから利用状況の照会や利

用予約ができる施設予約システムを導入するための費用を計上しました。 
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課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

田中委員 

 

 

 

産業文化会館外壁等改修事業として、外壁のひび割れや雨漏りの報告があり、館

の運営に支障をきたすため、建物の老朽化・長寿命化の観点から、産業文化会館・

温水プールの屋上防水、外装塗装等の工事を実施します。 

報告は以上となります。 

 

報告が終わりました。このことについて、ご質問・ご意見はございませんか。 

 

よろしいですか。 

 

また、それぞれのパートパートで、各月でご質問があればと思います。また、提

案もさせていただくと思いますので、よろしくお願いします。 

報告第４号は、これで終わらせていただきます。 

 

続きまして、報告第５号 「堀畑光久ひかり基金」全国大会等出場激励金交付要

綱の制定についての報告をお願いします。 

 

おはようございます。 

それでは、報告第５号につきまして、ご説明させていただきます。 

橋本市の教育基金条例におきまして、児童生徒の文化及びスポーツ活動への支援

に必要な費用としまして、「堀畑光久ひかり基金」を規定しております。この基金

を活用いたしまして、令和３年４月１日より、「堀畑光久ひかり基金」全国大会等

出場激励金交付要綱を制定いたしました。概要につきましては、記載のとおり、市

民（主として高校生以下）が対象となるのですけれども、市民のスポーツ及び文化

活動を激励し、スポーツ及び文化の向上に資するため、スポーツ大会及び文化大会

の全国大会等の出場者に対しましてこの基金を活用し、予算の範囲内で激励金を交

付する制度となります。対象団体は、①の記載のとおり、市内の学校に所属する団

体並びに市内を主な活動拠点とするスポーツ団体及び文化団体のうち対象選手が所

属する団体となります。対象選手は、市内に住所を有し、かつ、18 歳に達する日

以後の最初の３月 31 日までの間にある者。高校生以下の者を想定しております。

交付対象としましては、国、都道府県、各種協会等が主催する全国規模の大会や国

民体育大会及び全国障がい者スポーツ大会、国民文化祭及び全国高等学校総合文化

祭等へ出場する団体又は個人となります。激励金の額は、団体が２万円、個人が１

万円となります。要綱につきましては、次ページからのとおりとなります。以上で

す。 

 

報告が終わりました。ご質問・ご意見等はございませんか。 

 

これを読んだら、結構幅広く全国大会に出るところにはもらっていただけるのか

なと思うのですが。ちょっと確認なのですが。 

例えば、橋本市に住所がある初芝橋本高等学校のサッカー部とかが全国大会に出

られているように思います。学校が橋本市にあるので、こういうところも団体とし
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生涯学習課 

課長補佐 

 

 

てお渡しするのですか。 

 

対象の団体のところになるのですけれども。例えば、初芝橋本高等学校のサッカ

ー部の出場する選手の中に橋本市民の方がいらっしゃったら対象になるのですけれ

ども、その登録メンバーの中に橋本市の子どもたちがいなかったらこの要綱の対象

にはなりません。 

 

よろしいですか。 

 

“市内の学校に所属する“と書いてありますが。ちょっと私の理解が悪いのでし

ょうか。 

 

すみません。最後のところに、“団体のうち対象選手が所属する団体”と書かせ

ていただいています。 

 

ということは、例えば、笠田高等学校のソフトボール部だったら橋本市から何名

か行っていますが、そこも団体の一つになるのですか。 

 

その場合は、個人となります。団体に所属しているのですが、橋本市の子という

ことで、個人という扱いで対象にさせていただく予定をしているのですが。 

 

三人以上いたら団体にということではなく…。ごめんなさい。これを読んでい

て、ちょっと理解できなかったので。 

 

そうです。団体というのは、市内の団体だけです。例えば、笠田高等学校のソフ

トボール部に橋本市出身の子が三人いらっしゃるという場合は、個人なのですが、

三人いらっしゃったら一人一万円なので三万円になるのですが、三人いらっしゃっ

たら二万円になるという、そういう扱いをさせていただきますということです。 

 

よろしいですか。 

 

分かりました。 

 

できたばかりなので、多分皆さん知らないと思うのですが。事前の申請をしない

と貰えないのですか。後出しは駄目なのですか。分かってから、後からでも貰える

のですか。 

 

後からでも大丈夫なのですが。要綱の第６条の第３項に“出場する 20 日前まで

に行わなければならない”と書いてあるのですが、やむを得ず出場した後に申し出

る場合は年度末までに申請してくださいということを書かせてもらっていますの

で。後だから駄目ということはないです。 
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これは、何かを使って市内一円周知されるわけですか。 

 

まずは、市内小中学校及び高校に、この要綱ができましたという通知を送らせて

いただく予定をしております。あと、ホームページにも載せさせていただく予定を

しております。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

自分たちのアンテナを高くして、全国大会出場等の市内の子どもたちがいたらと

いうことでやっていきたいと思っています。いろんな方法で周知、それから自分た

ちも情報収集ということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

他にございませんか。 

 

たくさん質問してすみません。細かいことで申し訳ないのですが。例えば、メン

バーには入っているけれども補欠という場合も対象となるのでしょうか。 

 

サッカーとか野球でしたら、登録メンバーが多分それぞれの大会で決まっている

と思います。そのメンバーに入っていたら、その方々も当日行かれると思います。

出場機会があったら、メンバー交代とかで参加されると思いますので、対象になり

ます。しかし、部活には入っているけれどもその登録メンバーには入っていないの

で行かないという場合は、対象外と考えています。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

すみません。もう一つだけ。 

例えば、少女ソフトボールだったら、ここ最近和歌山では１チームしかないよう

に思います。予選なしで全国大会に出るという場合もあると思うのですが、予選を

経て出場するということが書かれてあったので。今後子どもが減ってきたら、予選

ができない場合もあると思うのですが、そういう場合はどうなるのかなと疑問に思

ったので。 

 

今、全国大会っていろんな大会があると思うのですけれども、誰でも参加できる

ような、手を挙げたら、申し込んで参加費を払ったら出られるような全国大会に行

くというのは、対象外と考えております。伊都郡なり、市内なり、県予選なりとい

う予選があって、その上に全国体会と繋がるような大会で全国大会に行かれる場合
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を対象としております。 

 

よろしいですか。 

 

その都度その都度、最終的には教育長の判断という部分もありますので。田中委

員が言われているような応用問題はかなり出てくると思います。最終的には自分た

ちで判断させていただいて渡させていただきたいなと思っていますので、よろしく

お願いします。 

 

いろんな免除を受けられているご家庭もあろうかと思います。どうしても家の事

情でとか、子どももお父さんやお母さんに迷惑をかけたらいけないのでとか、どう

いう事情があるのかわかりませんが、例えば修学旅行の費用が負担となっている家

庭の方々に、何か市として後押しするものはないものかなという気がするのですけ

れども。 

 

今おっしゃっている範疇というのがちょっと。範囲で言うと、分かり兼ねるので

すが。就学援助等、公的な部分もありますし、個人的な基金で言いますと、これも

いろいろ基金はございます。ありますけども、公的な部分と私的な基金との兼ね合

いというのもありますし、例えば修学旅行なんかは就学援助で全額無料になってい

ますので、そういうのを使っていただくという形で取り組んでいるところです。 

 

暫時休憩します。 

 

 

それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

報告第５号について、他にございましたら。 

 

よろしいですか。 

 

それでは、報告第６号 東京 2020 オリンピック聖火リレーについての報告をお願

いします。 

 

報告第６号につきまして、ご説明させていただきます。オリンピックの聖火リレ

ーに関してです。明後日３月 25 日（木）、福島県からこの聖火リレーがスタートす

る予定となっております。明後日から 121 日間をかけまして、オリンピックの開会

式であります７月 23 日の東京まで、47 都道府県をこの聖火が回るような形になり

ます。和歌山県には、４月９日（金）・10 日（土）に来る予定となっておりまし

て、三重県から新宮・那智勝浦の南のルートを通って、10 日に和歌山市から橋本

市に紀の川筋を東向いて来るようになります。橋本市には４月 10 日（土）午後５

時 30 分に、橋本駅前から橋本市運動公園まで、橋本駅前から西向いて行きまし
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教育長 

 

教育長 

 

 

て、ＪＲと南海の高架の下をくぐって北向いてずっと行きまして、ダイキの信号の

ところを右に曲がって、北馬場を上がって運動公園へ行くというルートで、一人大

体 200～300 メートルを 17 人の聖火ランナーで走る予定となっております。今、聖

火ランナーとして公表されているのが、県の実行委員会の選出の、そこに記載させ

ていただいております大前 雅司さん、岡 賢佑さん、杉浦 正則さん、中村 智太郎

さんの４名で、その他の方についてはまだ公表はされておりません。ゴール地点の

橋本市運動公園におきましては、聖火の到着を祝うイベント等が県の実行委員会が

主体となって行われます。これに伴いまして、記載のとおり４時半から６時半まで

周辺の道路の交通規制がされる予定となっております。以上です。 

 

このことについて、ご質問・ご意見はございませんか。 

 

よろしいですか。 

 

ないようですので、報告第６号を終わらせていただきます。 

 

続いて、付議事項に入らせていただきます。 

議案第１号 橋本市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続に

関する規則等の一部を改正する規則についてを議題とします。 

 

議案第１号 橋本市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続に

関する規則等の一部を改正する規則について、別紙のとおり定めたいので、委員会

の議決を求める。令和３年３月 23 日 橋本市教育委員会 教育長 小林 俊治 

本件は、国による手続きの際の押印見直しに伴うものであり、教育委員会規則で

定められている規則のうち、資料にあります規則９本において見直しを行うものに

なります。押印見直しに伴い、各規則の様式において記名にするもの、署名又は記

名押印にするもの、署名にするもの、改正を行わないものを各担当課で定めまし

て、令和３年４月１日から適用する内容となっております。以上になります。 

 

押印からの手続きの変更ということで、改正例規一覧表をまたご覧いただいて、

このことについて何かご意見・ご質問はございませんか。 

 

よろしいですか。 

 

（異議なし。の声） 

 

ご異議ございませんので、議案第１号は原案のとおり決することになりました。 

 

続きまして、議案第２号 橋本市教育委員会事務改善委員会規程の一部を改正す

る訓令についてを議題とします。 
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議案第２号 橋本市教育委員会事務改善委員会規程の一部を改正する訓令につい

て、別紙のとおり定めたいので、委員会の議決を求める。令和３年３月 23 日 橋

本市教育委員会 教育長 小林 俊治 

本件は、先ほどご審議いただいた押印見直しに伴うものであり、教育委員会訓令

で定められているものを対象としております。教育委員会訓令で定められているも

ので、「㊞」が訓令の中にあるものが１件しかありませんので、この１件を対象と

しております。以上になります。 

 

このことについて、ご質問・ご意見はございませんか。 

 

ご異議ございませんか。 

 

（異議なし。の声） 

 

ご異議ございませんので、議案第２号を原案のとおり決することになりました。

よろしくお願いします。 

 

付議事項は、これで終わらせていただきます。 

 

次に、６ その他の協議事項で事務局のほうから何かございませんか。 

 

ないようですので、委員さんのほうから何かございましたらお願いします。 

 

ございませんか。 

 

続いて、連絡事項に入らせていただきます。事務局のほうで連絡事項をよろしく

お願いします。 

 

次回の会議の日程でございます。令和３年４月度の定例会につきましては、令和

３年 4月 28 日（水）15 時から、このお部屋で開催させていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。５月の定例会の日程につきましては、また協議の

ほうをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以

上です。 

 

よろしくお願いします。 

 

それでは、これで教育委員会３月定例会を終了させていただきます。ご苦労さま

でした。 
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開会 午前９時 54 分 
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